
参考資料 2

平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
手
当
金
等
に

つ

法
施
行
令
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
政
令
案
　
　
読
替
表

◎
　
第

二
条
第

一
項
関
係

（介
護
保
険
法
施
行
令

の
特
例
）

の
読
替
え

（高
額
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
）

第

二
十
二
条

の
二

　

（略
）

２
～

４

　

（略
）

５
　
第

二
項

の
場
合
に
お

い
て
、
要
介
護
被
保
険
者
が
次

の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
き
は
、
同
項
中

「
三
万
七
千
三
百
円
」
と
あ
る
の
は
、
　
コ
一
万
四
千
六
百
円

」
と
す
る
。

一
　

そ
の
属
す
る
世
帯

の
世
帯
主
及
び
す

べ
て
の
世
帯
員
が
平
成

二
十
二
年
度
分
の

地
方
税
法

（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第

二
百
二
十
六
号
）

の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民

税

（
同
法

の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
も

の
と
し
、
同
法
第
二
百
三
十
八

条

の
規
定
に
よ

っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
第
二
十
二
条

の
三
第
六
項
第
二
号

二
、
同
条
第
七
項
第

一
号

二
及
び
同
項
第
二
号

二
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
が
課

さ
れ
て
い
な

い
者

又
は
市
町
村

の
条
例

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民

税
を
免
除
さ
れ
た
者

（当
該
市
町
村
民
税

の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法

の
施
行
地

に
住
所
を
有
し
な

い
者
を
除
く
。
）

で
あ
る
者

（第
七
項
に
お
い
て

「市
町
村
民

税
世
帯
非
課
税
者
」
と

い
う
。
）

一
一

（略
）

６

　

（略
）

７
　
要
介
護
被
保
険
者

（被
保
護
者
及
び
前
項
に
規
定
す
る
要
保
護
者
を
除
く
。
）
が

、
市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者

で
あ
り
、
か

つ
、
平
成

二
十

一
年
中

の
公
的
年
金
等

の
収
入
金
額

（
所
得
税
法

（
昭
和
四
十
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
二
十
五
条
第
二
項

の
児
童
福
祉

（傍
線
部
分
は
読
替
部
分
）

（高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
）

第
二
十
二
条

の
二

　

（略
）

２
～
４

　

（略
）

５
　
第
二
項

の
場
合
に
お
い
て
、
要
介
護
被
保
険
者
が
次

の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
き
は
、
同
項
中

「
三
万
七
千

三
百
円
」
と
あ
る
の
は
、
　

コ

一
万
四
千
六
百
円

」
と
す
る
。

そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
す
べ
て
の
世
帯
員
が
居
宅
サ
Ｌ
ビ
ス
等
の
あ

つ―

司

別

ｑ

刷

「

到

「

日

日

刷

「

川

――

哺

劉

「

ｑ

刻

刊

司

川

洲

馴

川

司

引

利

用

劃

ｑ

の‐
場
倒

―こ―
司

つ―

て―
―ま―
劇
訓
引
劇
「
分
の
地
方
税
法

（昭
和
三
十
五
年
法
律
第
二
百

二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税

（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を

含
む
も
の
と
し
、
同
法
第
二
百
二
十
人
条
の
規
定
に
よ

っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除

く
。
第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
第
二
号

二
、
同
条
第
七
項
第

一
号

二
及
び
同
項
第

二
号

二
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
又
は
市
町
村
の
条
例
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者

（当
該
市
町
村
民
税

の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ

る
者

（第
七
項
に
お
い
て

「市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
」
と
い
う
。
）

一
一

（略
）

６
　

（略
）

７
　
要
介
護
被
保
険
者

（被
保
護
者
及
び
前
項
に
規
定
す
る
要
保
護
者
を
除
く
。
）
が

、
市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
で
あ
り
、
か

つ
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ

っ
た
月
の

属
す
る
年
の
前
年

（居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ

っ
た
月
が

一
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合

い

て



第

一
号
に
規
定
す
る
公
的
午
金
等

の
収
入
金
額
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
平
成

二
十

一
年

の
合
計
所
得
金
額

（
地
方
税
法
第

二
百
九
十
二
条
第

一
項
第
十
三
号
に
規

定
す
る
合
計
所
得
金
額
を

い
い
、
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。

以
下
同
じ
。
）

の
合
計
額
が
八
十
万
円
以
下
で
あ
る
場
合

又
は
国
民
年
金
法
等

の

一

部
を
改
正
す
る
法
律

（
昭
和
六
十
年
法
律
第
二
十
四
号
。
以
下

「
昭
和
六
十
年
国
民

年
金
等
改
正
法
」
と

い
う
。
）
附
則
第
二
十
二
条
第

一
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
も

の
と
さ
れ
た
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
第

一
条

の
規
定
に
よ

る
改
正
前

の
国
民
年
金
法

（
昭
和
三
十
四
年

・
法
律
第
百
四
十

一
号
）
に
基
づ
く
老
齢

福
祉
年
金

（
そ
の
全
額
に

つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
も

の
を
除
く
。
以
下

「
老

齢
福
祉
年
金
」
と

い
う
。
）

の
受
給
権
を
有
し
て
い
る
場
合

で
あ

つ
て
、
当
該
要
介

護
被
保
険
者
が
同

一
の
月
に
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
要
介
護
被
保
険
者
利

用
者
負
担
合
算
額
か
ら

一
万
五
千
円
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
要
介
護
被
保
険
者
に
対
し
て

支
給
さ
れ
る
べ
き
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
要
介
護
被

保
険
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
額
は
、
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
二
項
の
規
定
に
力、
か
わ
ら
ず
、
当
該
要
介
護
被
保
険

者
利
用
者
負
担
合
算
額
か
ら

一
万
五
千
円
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。

８
～
Ｈ

　

（略
）

―こ―
覇

つ―

て―

‐ま‐
可
訓
‐々

引
「

中

の
公
的
年
金
等

の
収
入
金
額

（
所
得
税
法

（
昭
和
四
十

年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
二
十
五
条
第

二
項
第

一
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等

の
収

入
金
額

を

い
う
。

以

下

同

じ
。

）

及

び
劃
訓
翻
倒
「
「
Ｈ
ｄ
州
翻
コ
例
司

つ―
刑
割
側
Ｊ
刷
劇

る
年

の
前
年

（
―

割
謝
日
割
到

――
司

スー
割

の‐
司

つ‐
ｄ
川
洲

一
‐

川
洲
引
川
川
劃

で―

の‐
場
劉

―こ―
司
呵
ｑ
呵
Ч
訓
引
倒
口

の
合
計
所
得
金
額

（
地
方

税
法
第

二
百
九
十
二
条
第

一
項

第

十

三
号

に
規
定

す

る
合

計

所
得

金

額

を

い

い
、

そ

の
額

が

零

を

下

回
る
場

合

に

は

、

零

と
す

る
。

以

下

同

じ
。

）

の
合

計

額

が

八
十

万

円

以

下

で
あ

る
場
合

又
は
国

民

年
金

琺

等

の

一
部

を

改

正
す

る
法

律

（
昭

和

六
十

年

法

律

第

三

十

四

号
。

以

下

「
昭

和

六
十
年

国

民
年

金

等

改

正
法

」

と

い
う

。

）

附

則

第

二

十

二
条

第

一
項

の
規

定

に

よ

り
な

お
従
前

の
例

に
よ

る
も

の
と

さ

れ

た

昭

和

六

十
年

国

民

年

金

等
改

正
法

第

一

条

の
規
定

に
よ

る
改

正
前

の
国

民

年

金

法

（
昭
和

三

十

四
年

法

律

第

百
四

十

一
号

）

に
基

づ

く
老

齢

福

祉

年

金

（
そ

の
全

額

に

つ
き
支

給

が

停

止

さ

れ

て

い
る
も

の
を

除

く
。

以

下

「
老
齢

福

祉

年

金

」

と

い
う

。

）

の
受

給

権

を

有

し

て

い
る
場

合

で
あ

つ

て
、
当
該
要
介
護
被
保
険
者
が
同

一
の
月
に
受
け
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
要
介

護
被
保
険
者
利
用
者
負
担
合
算
額
か
ら

一
万
五
千
円
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
要
介
護
被
保

険
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
べ
き
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、

当
該
要
介
護
被
保
険
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
額
は
、
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

要
介
護
被
保
険
者
利
用
者
負
担
合
算
額
か
ら

一
万
五
千
円
を
控
除
し
て
得
た
額
ど
す

る
。

８
～

Ｈ

　

（
略
）
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◎
　
第
二
条
第
二
項
関
係

（介
護
保
険
法
施
行
令

の
特
例
）

の
読
替
え

（高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
費
）

第
二
十
九
条

の
二

　

（略
）

２
～

４

　

（略
）

５
　
第

二
項

の
場
合
に
お

い
て
、
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
が
次
の
各
号

の

該
当
す
る
と
き
は
、
同
項
中

「
三
万
七
千
三
百
円
」
と
あ
る
の
は
、
　
コ

百
円
」
と
す
る
。

一
　

そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
す
べ
て
の
世
帯
員
が
平
成
二
十
二
年
度
分
の

地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
又
は
市
町
村
の
条

例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者

（当
該
、市

町
村

民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）

で
あ
る
者

（第
七
項
に
お
い
て

「市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
」
と
い
う
。
）

一
一
　

（略
）

（略
）

７
　
居
宅
要
支
援
被
保
険
者

（被
保
護
者
及
び
前
項
に
規
定
す
る
要
保
護
者
を
除
く
。

）
が
、
市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
で
あ
り
、
か
つ
、
平
成
二
十

一
年
中
の
公
的
年

金
等
の
収
入
金
額
及
び
同
年
の
合
計
所
得
金
額
の
合
計
額
が
八
十
万
円
以
下
で
あ
る

場
合
又
は
老
齢
福
祉
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て
い
る
場
合
で
あ

っ
て
、
当
該
居
宅
要

支
援
被
保
険
者
が
同

一
の
月
に
受
け
た
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
居
宅
要
支
援

被
保
険
者
利
用
者
負
担
合
算
額
か
ら

一
万
五
千
円
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
居
宅
要
支
援
被

保
険
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
べ
き
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
額
を
超
え
る
と

き
は
、
当
該
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ

（傍
線
部
分
は
読
替
部
分
）

（高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
）

一十
九
条
の
二

　

（略
）

２
～
４

　

（略
）

５
　
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
き
は
、
同
項
中

「
三
万
七
千
三
百
円
」
と
あ
る
の
は
、
　
コ
一万
四
千
六

百
円
」
と
す
る
。

一
　

そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
す
べ
て
の
世
帯
員
が
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等

の
あ

っ
た
月
の
属
す
る
年
度

（介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ

っ
た
月
が
四
月
か
ら

六
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町

村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
又
は
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当

該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者

（当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同

法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ
る
者

（第
七
項
に
お
い
て

「市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
」
と
い
う
。
）

一
一

（略
）

６
　

（略
）

７
　
居
宅
要
支
援
被
保
険
者

（被
保
護
者
及
び
前
項
に
規
定
す
る
要
保
護
者
を
除
く
。

）
が
、
市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
で
あ
り
、
か

つ
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ

っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年

（介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ

っ
た
月
が

一
月
か
ら
六

月
ま
で
の
場
合
に
あ

っ
て
は
、
前

々
年
）
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
及
び
当
該

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ

っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年

（当
該
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
等
の
あ

っ
た
月
が

一
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ

っ
て
は
、
前

々
年
）
の
合
計

所
得
金
額
の
合
計
額
が
人
十
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
又
は
老
齢
福
祉
年
金
の
受
給
権

を
有
し
て
い
る
場
合
で
あ

っ
て
、
当
該
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
が
同

一
の
月
に
受
け

た
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
利
用
者
負
担
合
算
額
か
ら

一

ぃ

万 ず
四 れ

千 か

六 に

第.

- 3 -



ス
費

の
額
は
、
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
第
二
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
。
当
該
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
利
用
者
負
担
合
算
額
か
ら

一
万
五
千
円
を

控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。

一
万
五
千

円
を
控

除

し

て
得

た
額

が

、

第

五
項

の
規

定

に

よ

り
読

み
替

え

て
適

用

す

る
第

二
項

の
規
定

に

よ

り
当
該

居

宅

要
支

援

被

保

険

者

に

対

し

て
支

結
さ

れ

る

べ
き

高

額
介

護

予
防

サ

ー

ビ

ス
費

の
額

を

超

え

る
と

き

は
、

当

該

居

宅

要
支
援

被

保

険

者

に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
額
は
、
第
五
項
の
舞
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
居
宅
要
支
援
被
保

険
者
利
用
者
負
担
合
算
額
か
ら

一
万
五
千
円
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。

- 4 -



平
成

二
十

二
年

四
月
以
降

に
お

い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た

口
蹄
疫
に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め

の
手
当
金
等

に

つ
い
て
の
臨
時
特
例

に
関
す

る
介
護
保
険
法
第

五
十

一
条

の
三
第

二
項
第

一
号
及
び
第
六
十

一
条

の
三
第

二
項
第

一
号
に
規
定
す
る
食
費

の
負
担

限
度
額
　
　
読
替
表

◎
　
介
護
保
険
法
第
五
十

一
条
の
三
第
二
項
第

一
号
及
び
第
六
十

一
条
の
三
第
二
項
第

一
号
に
規
定
す
る
食
費
の
負
担
限
度
額
の
読
替
え

（傍
線
部
分
は
読
替
部
分
〉

（略
）

区
　

分

施

行

規

則
第
人
■
十
夏
Ａ
￥
基
需
響
マ
イ
甲
■
特
定
介

調
引
１１
劇
引
到
コ
「
明
到
則

の‐
劇
羽
刻
潤
劇
劃
訓
「
引
倒
劇

州
謝
羽
１１
出
コ
創
釧
「
明
引
副

の‐
目
刷
刻
割
側
引

ＴＩ
川
川
引

利
用
ヨ
剰
劇
コ
刻
ヨ
ｑ
列

つｌ
ｄ
潤
「
副
リ
コ
コ
Ｊ
ＴＩ
州
列
列

１
月
調
「
翻
馴
謝
劉
「
川
調
引

――
洲
引
翻
馴
∃
劉
ｇ
引
ｑ
周

引
ぶ
利
劇
コ
凹
「
州
判
司
州
ｄ
州
目
覇
綱
劇
劉
到
到
「
明
ｄ

則
州
目
綱
刻
割
側
引
ゴ
利
洲
引
月

日‐
割
到
劇
躙
冽
到
ｑ
刻

つ―

「
劇
「
副
劉
目
コ
川
「
倒
司
ｄ

の‐
劇
「
副
コ
劉
刊
「
「
「
「

（略
）

）
」
と
あ
る
の
を

「平
成
一‐
丁‐
「
ョ
「
周
「
司
詞
冽
樹
川

て
同
号
を
適
用
す
る
場
合
の‐
同
矧
に
掲
げ
る
者

が

四

月

か

ら
‐

六十
川

「

ｑ

ｑ

場
劉

目

湖

つ
―

て―

―ま―

「

詞

引

劇

（
当

該
相
綱
湘
勢
コ
「
川
『

スー
引
目
翻
列
引
川
冒
倒
「
到
川

十

一
条
の
三
鋼

ＩＩ
「
咽
コ
到
引
創
コ
鋼
劉
羽
――
測

スー

を

い
う
。

以
下
同
じ

を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
度

介
護
保
険
法
施
行
規
則

（平
成
十

一
年
厚
生
省
令
第

二
十
六
号
。
以
下

「施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
剣
川
刊

ョ
刻

の‐
コ
剣

一‐
刑
引

「
‐

州
劇
州
調
引
――

ビー

ス‐

（
‐
潤
剣

五‐

（略
）

（略
）

（略
）

（略
）

（略
）

額

（略
）

区
　

分

施
行
規
則
第
八
十
二
条

の
五
第
四
号
に
掲
げ

る
者

で
あ

っ
て
、
食
費

の
負
担
限
度
額
が

一
日
に

つ
き
六
百
五
十
円

で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
同
号
イ
の
規
定
に
該
当
し
な

い
こ
と

と
な
る
も
の

（略
）

介
護
保
険
法
施
行
規
則

（平
成
十

一
年
厚
生
省
令
第

二

十
六
号
。
以
下

「施
行
規
則
」
と

い
う
。
）
第
八
十
三
条

の
五
第

一
号
に
掲
げ
る
者

（略
）

（略
）

（略
）

（略
）

（略
）

額



『

国

例

コ

鸞

ヨ

Ｊ

剰

釧

劇

罰

劉

劃

劇

刊

利

割

凶

日

＝

劃

引

目

∃

到

ョ

周

目

刺

劇

司

劃

嗣

翻

創

剰

測

ョ

劉

司

測

測

淵

冽

烈

剰

劉

翻

国

烈

罰

ョ

目

覇

ヨ

ヨ

目

劃

ヨ

＝

司

劉

ロ

コ

剤

∃

倒

割

国

ヨ

蜀

日

矧

鳳

ョ

男

目

劉

創

馴

翻

Ｊ

場

厨

同
号
に
掲
げ
る
者
で
あ

つ
て
、
食
費
の
負
担
限
度
額
が

一
日
に

つ
き
六
百
五
十
円
で
あ

つ
た
と
す
れ
ば
副
刑
引

中

「
特
定
介

詢
引

―‐

ビー

スー
引
劃
引
ｄ
副

の‐
肩
引
ｄ
引
州

コ

∃

ョ

翻

刊

引

劃

副

創

⊇

倒

創

到

到

期

目

刹

コ

η

囲

剰

劇

詞

利

ョ

Ｊ

η

川

ゴ

劃

η

昇

覗

劇

封

劃

刻

劇

日

副

知

劃

コ

鰤

国

己

羽

劃

ス
を
受
け
る
日
の
目
引
刻
剤
州
■―

月‐
刑
測
月
剤
劃
刊
州

瑠

引

η

副

劃

目

月

∃

刻

引

ヨ

調

ョ

Ｊ

引

男

藝

劉

計

■

ｇ

コ

劃

圏

の
同
号
イ

の
規
定
に
該
当
し
な

い
こ
と
と
な
る
も

の

側

曇

「

劃

到

引

１

判

剛

Ｊ

ゴ

副

割

ｇ

倒

利

引

劃

η

界

覗

劇

封

劃

刻

劇

目

副

剰

割

劉

則

引

到

場

日

劇

Ｊ

ｌｉｌ

コ

倒

¶

副

劇

ヨ

∃

劉

ヨ

年
度

」
と
調
冽

州

剌

「
副
コ
馴
潮

翻

割

刻

馴
割

州

副

引

に
掲

げ

る
者

で
あ

つ
て
、
羽
劇

二‐

刊

一
‐

引

中

の
公
的

年

金

等

の
収

入
金

額

（所

得

税

法

（昭

和

四

十

年

法

律

第

二

十

三

号
）

第

三

十

五
条

第

二
項

第

一
号

に
規

定

す

る

公

的

年

金

等

の
収

入
金

額

を

い
う

。

）

及

び
羽
劇

コ

刊

一
―

年
の
合
計
所
得
金
額

（地
方
税
法

（昭
和
三
十
五
年
法

律
第
二
百
三
十
六
号
）
第
二
百
九
十
二
条
第

一
項
第
十

（略
）

施
行
規
則
剣
川
刊
ヨ
刻

の‐
五‐‐
剣

一‐‐
劃

―こ―
川
劇
引
剖
ｄ
洲

（略
）

つ
て
、
朝
馴
州
川
謝
羽
制
劇
『
対
Ｊ
割
目
利
ヨ

キー
「
ＴＩ
到
湖
劃
Ｊ
劉

下‐

嘲
劇
Ч
割
国
月
引
引
ｑ
刺
目
月
州
釧
司
引
制
‐―
劇
コ
到
別
測
Ч
引
「
―
州
到
Ｈ
副
Ⅲ
Ц

ｌ

）‐―
引
創
刷
創
邸
月
州
釧
司
刊
副
四
引
制
‐―
劇
ヨ
劉
Ｊ
翻
倒
劉
劃
州
羽
「
「
劉
■
ｑ

「
Ｊ
剰
二‐
劇
倒
劇
ヨ
列
引
釧
川
利
鳳
「
制
刻
川
謝
馴
「
酬
「
「
＝
劇
『
スー
引
倒

‐′ヽ
―
「
列

「
胡
劉
Ｊ
刷
Ы
刊

）
―
＝
引
引
翻
馴
ｇ
引
ｄ
劃
倒
「
到
引
洲
コ
則
鋼
引
倒

制
劇
州
調
引
糾
Ч
酬
引
朝
州
副
目
Ш
剰
州
劉
目
劇
酬
コ
引
＝
洲
計
付
冽
劃
劉
明

瀾
剤
馴
例
副
倒
引
劃
ｑ
則
釧
倒
一‐

口‐利
州
割
り
測
割
利
劃
到
Ч
洲
訓
勿
劉
川
Ч
洲
「
ｑ

ｄ

ｌま―
可

司
―々

引
「

中

の
公
的

年
金
等

の
収
入
金
額

（
所
得

税
法

（
昭
和
四
十
年
法
律
第

二
十
三
号
）
第

二
十

五
条
第

二
項
第

一
号

に
規
定
す

る
公
的
年
金
等

の
収
入
金
額
を

い

う
。
）

及
び
劃
釧
翻
切
コ
相
劃
『
刻
＝
劃
ゴ
到
刻
聞
日
「
口
相
釧
引
刊

馴

１１

剰

劃

引

割

ｇ

∃

利

多

引

劃

聯



（略
）

ハ 五

（略
）

年
度
」
と
読
み
替
え
て
同
号
を
適
用
す
る
場
合

の
同
号

に
掲
げ
る
者

で
あ

っ
て
、
国
民
年
金
法
等

の

一
部
を
改

正
す
る
法
律

（昭
和
六
十
年
法
律
第
二
十
四
号
）
附
則

第
二
十
二
条
第

一
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前

の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第

一
条

の
規
定
に
よ
る
改
正

前

の
国
民
年
金
法

（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十

一

号
）
に
基
づ
く
老
齢
福
祉
年
金

（そ
の
全
額
に

つ
き
支
給

が
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
受
給
権
を
有
す

る
も

の

あ

っ
て
は
、
前
年
度
）
」
と
あ
る
の
を

「平
成
二
十
二

け
る
日
の
属
す
る
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
場
合
に

る
日
の
属
す
る
年
度

（当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受

特
定
介
護
サ
ー
ビ

ス
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け

サ
ー
ビ
ス

（法
第
五
十

一
条
の
三
第

一
項
に
規
定
す
る

施
行
規
則
第
八
十
二
条

の
五
第

一
号
中

「特
定
介
護

（略
）

三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
そ
の
額
が

零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）

の
合
計
額
が

八
十
万
円
以
下
の
も

の

（略
）

（略
）

（略
）

（略
）

ハ 五

劇
州
調
引

――
ビ

スー

又
は
特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
を
受
け

引
叫

の‐
周
引
ｄ
別
倒
刊
別
州
引
利
用
劃

で‐

の‐
易
倒

―こ―
謝

つ―

十
占
〓
二
Ｔ
焦
専

の
合
計
所
得
金
額

（地
方
税
法

（昭
和
三

十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第

二
百
九
十
二
条
第

一

項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を

い
い
、
そ
の

額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
の
合
計
額

が
八
十
万
円
以
下
の
も

の

（略
）

施
行
規
則
剣
川
刊
ョ
刻

の‐
コ
剣

一‐
割

に
掲
げ
る
者
で
あ

つ
て
、
国
民
年
金
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

（昭
和

六
十
年
法
律
第
二
十
四
号
）
附
則
第
二
十
二
条
第

一
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法

第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
法

（昭
和
三

十
四
年
法
律
第
百
四
十

一
号
）
に
基
づ
く
老
齢
福
祉
年
金

（そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除

一く
。
）
の
受
給
権
を
有
す
る
も
の

（略
）

（略
）

（略
）

（略
）





平
成

二
十

二
年

四
月
以
降

に
お

い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た

口
蹄
疫

に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め

の
手
当
金
等

に

つ
い
て
の
介
護
保
険

法
第

五
十

一
条

の
三
第

二
項
第

二
号
に
規
定
す
る
居
住
費

の
負
担
限
度
額
及
び
同
法
第
六
十

一
条

の
三
第

二
項
第

二
号

に
規
定
す
る
滞
在
費

の
負
担

限
度
額

の
臨
時
特
例
　
　
読
替
表

◎
　
介
護
保
険
法
第
五
十

一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
居
住
費
の
負
担
限
度
額
及
び
同
法
第
六
十

一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
滞
在
費
の
負
担
限
度
額

の
読
替
え

（傍
線
部
分
は
読
替
部
分
）

イ
　
介
護
保
険
法
施
行
規
則

（平
成
十

一
年
厚

生
省
令
第
二
十
六
号
。
以
下

「施
行
規
則
」

と
い
う
。
）
第
八
十
二
条
の
五
第

一
号
中

「

特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス

（法
第
五
十

一
条
の
三

第

一
項
に
規
定
す
る
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
る
日
の
属
す

る
年
度

（当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

る
日
の
属
す
る
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の

例

日

司

剰

劇

劃

珊

目

司

引

例

州

を

「
平
成
二
十
二
年
度
」
と
読
み
替
え
て
同

号
を
適
用
す
る
場
合
の
同
号
に
掲
げ
る
者

口
　

（略
）

ハ
　
施
行
規
則
第
八
十
二
条

の
五
第
四
号
イ
中

「特
定
介
護
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
る
日
の
属
す

到

囲

詞

「

剰

剰

割

刊

劃

利

劃

司

る
日
の
属
す
る
月
が

一
月
か
ら
六
月
ま
で
の

烈

刷

司

剰

劇

劃

別

劉

」
―

劃

悧

「

列

Ⅶ

劃

圏

州

り

「

川

則

日

「

馴

（略
）

イ
　
介
護
保
険
法
施
行
規
則

（平
成
十

一
年
厚

生
省
令
第
二
十
六
号
。
以
下

「施
行
規
則
」

と
い
う
。
）
第
八
十
二
条
の
三
第
■
号

に
掲

げ
る
者（略

）

施
行
規
則
第
八
十
三
条
の
五
第
四
号
に
掲

げ
る
者
で
あ

っ
て
、
法
第
五
十

一
条
の
三
第

二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
居
住
費
の
負
担
限

度
額
が
こ
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
で
あ

っ

た
と
す
れ
ば
施
行
規
則
第
八
十
二
条
の
五
第

四
号
イ
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る

（略
）

所
得

の
区
分

居
室
等

の
区
分

所
得
の
区
分

居
室
等

の
区
分



劇

則

ゴ

悧

到

則

日

引

創

到

劃

刷

ら
ニハ
月
ま
で
の
場‐含
劃
例
馴
劇
「
副
川
引

ヨ

と
―
引
劇
ヨ
剌
調
刊
コ
引
「
「

国
日
引
Ｊ
罰
飼

と
―
引
Я
司
劇
罰

飼

ヨ

コ

ヨ

「

ヨ

割

馴

目

目

ぞ

ョ

司

邸

封

到

ヨ

目

ヨ

目

ゴ

劇

Ｊ

劃

嗣

覇

劉

封

倒

劉

コ

ｇ

「

刊

「

ｇ

奮

翻

翻

冤

劃

翻

目

洲

菫

ョ

劇

翻

ｄ

目

ヨ

Ｊ

コ

創

η

コ

ヨ

コ

烈

コ

封

覇

ヨ

國

謝

ヨ

「

調

創

目

＝

ヨ

引

詞

暑

劉

劃

刊
司
測
刑
引
ｄ
場
州
の‐
同
刑
―こ―
掲
げ
る
者
で

あ

っ
て
、
法
第
五
十

一
条

の
三
第

二
項
第
二

号
に
規
定
す

る
居
住
費

の
負
担
限
度
額
が
こ

の
項

の
下
欄
に
掲
げ
る
額

で
あ

つ
た
と
す
れ

ば
施
行
規
則
劉
川
刊
ョ
刻
の‐
五‐
剃
呵
刊
引
劇

Ｊ

引

劉

刊

引

劃

耐

創

∃

例

国

ヨ

劉

創

月

割

「

ゴ

ヨ

司

創

∃

鼎

創

ヨ

ヨ

劉

割

ヨ

片

盪

引

劉

副

劃

劉

コ

引

剰

「

列

Ⅶ

劃

圏

州

型

「

川

則

日

副

悧

劇

冒

∃

劇

州

副

ヨ

劃

謝

劇

劃

昇

引

則

∃

悧

副

則

習

引

創

到

割

刷

劇

創

ョ

測

場

創

捌

∃

測

「

訓

利

ヨ

と
―

引

劇

副

朝

調

刊

コ

引

「

罰

劃

則

∃

日

冽

劃

期

引

目

劉

創

馴

イ

の
規
定
に
該
当
し
な

い
こ
と
と
な
る
も
の

イ
　
施
行
規
則
剣
川
刊
ョ
刻

の‐
コ
剃
刊
引
剌

「
――

（略
）

国

州

謝

「

ゴ

ヨ

国

羽

ＩＩ

剣

ヨ

コ

項
‐

ョ

目

測

∃

ヨ

謝

「

引

割

（略
）

施
行
規
則
第
八
十
三‐
列

の‐
コ
剣

一‐
矧

に
掲

（略
）

（略
）

げ

る
者

で
あ

つ
て
、
州

劇

州

調

洲

＝

ビー

スー

（
‐

法
第

五
十

一
条

の
ヨ
釧

一
‐

引

―こ‐

刑

ｄ

引

ｄ

州



以
下
同
じ
。
）
を
受
け
る
日
の
属
す

る
年
度

（当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

る
日
の
属
す
る
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の

場
合
に
あ

っ
て
は
、
前
年
度
）
」
と
あ
る
の

を

「
平
成

二
十
二
年
度
」
と
読
み
替
え

て
同

号
を
適
用
す
る
場
合

の
同
号
に
掲
げ
る
者

で

あ

っ
て
、
平
成

二
十

一
年
中

の
公
的
年
金
等

の
収
入
金
額

（所
得
税
法

（
昭
和
四
十
年
法

律
第
二
十
三
号
）
第
二
十
五
条
第
二
項
第

一

号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
を

い
う
。
）
及
び
平
成
二
十

一
年
の
合
計
所
得

金
額

（地
方
税
法

（昭
和
三
十
五
年
法
律
第

二
百
二
十
六
号
）
第
二
百
九
十
二
条
第

一
項

第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い

い
、
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零

と
す
る
。
）
の
合
計
額
が
八
十
万
円
以
下
の

も

の
（略
）

イ
　
施
行
規
則
第
八
十
三
条

の
五
第

一
号
中

「

特
定
介
護
サ
ー
ビ

ス

（法
第
五
十

一
条

の
三

第

一
項
に
規
定
す
る
特
定
介
護
サ
ー
ビ

ス
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
る
■
ｂ

属
す

到
コ

「
ヨ

訓
劉

冤
当

例

――

ゴ
到

劃
司

る
日
の
属
す
る
月
が
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の

（
略
）

定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）

又
は
特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

（法
第
六
十

劃

調

ョ

コ

項‐

目

劉

引

創

州

悧

¶

防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受

引

割

刷

司

ヨ

刷

引

コ

ーー

引

剰

０

「

―
ビ
ス
又
は
特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
受

―す‐
ｄ
則
の‐
周
引
司
別
洲
「
川
洲
引
利
用
測

で―

の
場
合
に
あ

つ
て
は
、
前

々
年
）
中
の
公
的

年
金
等
の
収
入
金
額

（所
得
税
法
（昭
和
四

十
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
二
十
五
条
第
二

項
第

一
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
収
入

金
額
を
い
う
。
）
及
び
当
該
特
定
介
護
サ
ー

ビ
ス
又
は
特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

る
日
の
属
す
る
年
の
前
年

（当
該
特
定
介
護

サ
ー
ビ
ス
又
は
特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
を

受
け
る
日
の
属
す
る
月
が

一
月
か
ら
六
月
ま

で
の
場
合
に
あ

つ
て
は
、
前

々
年
）

の
合
計

所
得
金
額

（
地
方
税
法

（
昭
和
三
十
五
年
法

律
第
二
百
三
十
六
号
）
第
二
百
九
十
二
条
第

一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額

を
い
い
、
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は

、
零
と
す
る
。
）
の
合
計
額
が
八
十
万
円
以

下
の
も
の

口
　

（略
）

イ
　
施
行
規
則
第
八
十
二
条
の
五
第

一
号
に
掲

げ
る
者
で
あ

っ
て
、
国
民
年
金
法
等
の

一
部

を
改
正
す
る
法
律

（昭
和
六
十
年
法
律
第
二

十
四
号
）
附
則
第
二
十
二
条
第

一
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ

た
同
法
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国

（略
）



盪

引

月

日

Ｊ

劉

ｑ

引

劉

刷

「

副

劉

司

∃

到

劃

刻

日

劃

刊
司
測
刑
引
ｄ
場
ｄ

の‐
副
引
に
掲
げ
る
者
で

ぁ
っ
て
、
国
民
年
金
法
等
の

一
部
を
改
正
す

る
法
律

（昭
和
六
十
年
法
律
第
二
十
四
号
）

附
則
第
二
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
法

（昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十

一
号
）
に

基
づ
く
老
齢
福
祉
年
金

（
そ
の
全
額
に
つ
き

支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

の
受
給
権
を
有
す
る
も
の

口
　
・　
ハ
　
　
　
（臓崎
）

民
年
金
法

（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十

一
号
）
に
基
づ
く
老
齢
福
祉
年
金

（そ
の
全

額
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を

除
く
。
）
の
受
給
権
を
有
す
る
も
の



◎

平
成

二
十

二
年

四
月
以
降

に
お

い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た

口
蹄
疫

に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態

に
対
処
す
る
た
め

の
手
当
金
等

に

つ
い
て
の
介
護
保
険

法
施
行
法
第
十

三
条
第

五
項
第

一
号
に
規
定
す
る
食
費

の
特
定
負
担
限
度
額
の
臨
時
特
例
　
　
読
替
表

介
護
保
険
法
施
行
法
第
十
三
条
第
五
項
第

一
号
に
規
定
す
る
食
費
の
特
定
負
担
限
度
額
の
読
替
え

（傍
線
部
分
は
読
替
部
分
）

（略
）

（略
）

区
　

分

施
行
規
則
第
百
七
十
二
条

の
二
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
施
行
規
則
第
八
十
三
条

の
五
第
四
号
イ
中

Ｊ
コ
相
調
倒
釧
劃
劉
――
ゴ
到
劃
司
引
則
冒
「

到
「
副
引
川
国
劇
磐
司
劃
馴
明
――
嘲
到
劃
司

引
川
冒
倒
引
側
釧

月‐
司
劇
∃
劉
「
劇
刻
日
潮

っ
て
は
、
前
々
年
）
」
と
あ
り
、
及
び

「当
該
指
定
介

冒

日

璽

劉

Ｊ

刻

ヨ

副

ゴ

刷

∃

創

釧

罰

「

到

諮

ヨ

劃

冒

督

割

「

日

引

劃

り

副

ｇ

易

創

劉

ゴ

劉

コ

矧

ヨ

州

褒

日

引

ぞ

る
の
を

「平
成
二
十
二
年
度
」
ど
読
冽
替
川
‐「
同
「
引

適
用
す
る
場
合
の
同
号
に
掲
げ
る
者

ら
六
月
ま
で
の
場
合
に
あ

つ
て
は
、
前
年
度
）
」
と
あ

祉
施
設
サ
ト
Ц
ス‐
引
到
―す‐
引
川
の‐
周
引
引
川
洲
口
別
洲

）
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
度

（当
該
指
定
介
護
福

る
指
定
介
護
福‐
祖
川
訓
引
１１
洲
引
翻
日
り
「
Ｊ
列
「
同
研

サ
ー
ビ

ス

（法
第
四
十
八
条
第

一
項
第

一
号
に
規
定
す

則
第
八
十
三
条
の
五
第

一
号
中

「指
定
介
護
福
祉
施
設

介
護
保
険
法
施
行
規
則

（平
成
十

一
年
厚
生
省
令
第

二
十
六
号
。
以
下

「施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
七

十
二
条
の
二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
施
行
規

（略
）

（略
）

額

区
　

分

施
行
規
則
第
百
七
十
二
条

の
二
に
お

い
て
準
用
す
る
施

行
規
則
第
八
十
二
条

の
五
第
四
号
に
掲
げ
る
者

で
あ

っ
て

、
食
費

の
特
定
負
担
限
度
額
が

一
日
に

つ
き
六
百
五
十
円

で
あ

つ
た
と
す
れ
ば
同
号
イ

の
規
定
に
該
当
し
な

い
こ
と

と
な
る
も
の

介
護
保
険
法
施
行
規
則

（平
成
十

一
年
厚
生
省
令
第
二

十
六
号
。
以
下

「施
行
規
則
」
と

い
う
。
）
第
百
七
十

二

条
の
一
正

お
い
■
ョ
刷
引
ｄ
刑
徊
冽
型
刊
釧
劃
翼
湖

五‐

第

一
号
に
掲
げ
る
者

（略
）

（略
）

額

- 1 -



旧

１

ョ

Ｊ

う

里

ヨ

ヨ

ヨ

劇

引

劉

到

罰

劉

劉

国

ョ

剰

翼

緒

劃

刷

月

ョ

ロ

ゴ

劉

ゴ

鋼

習

創

割

剰

創

ｇ

鋼

∃

ゴ

劇

目

蜀

劉

ヨ

割

調

ヨ

制

樹

ヨ

目

馴

ョ

月

引

易

剣

司

食
費
の
特
定
負
担
限
度
額

円
で
あ

つ
た

と

す

れ
ば
同
刑

謝
刻

――

『

利

習

剰

明

到

則

ｑ

劉
習

倒

州

コ

訓

川

――

嘲

利

引

コ
利

引

馴

引

引

司

ｑ

ｑ

場

創

＝
倒

烈
「

ゴ

列
到

刊

判
И

月

囲

旧

珊

司

封

∃

酎

計

司
■
群

剛

Ⅷ

暑

剤

習

翻

訓

劃

■
■
辞

同

珊

ョ

∃

劇

ヨ

劃

冽

一嫌針
肺

日Ｈ田目旧日日「則劇引倒Ｊ「」‐‐し‐ｑ測「和コ釧川「―「コーヽ‐田一斗^‐一̈一「一「

「
Ｊ
訓
冽
劃
列
刊
副
国
列
瑚
∃
樹
到
引
ｇ
刻
飾
【叫計
叫工λ
Ｔ

ρ
開
に

――こ
骸
ヽ
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の

Ц

留

国

コ

錮

刊

司
引
郭

‰
乱
和

］

同

月

刊

劃

引

ヨ

ヨ

ヨ

目

針
と―‐

読

み
替

劇

て‐
副
ヨ
劇
副
劇
引
剌
馴
劉
司
司
割

に
掲
げ

る

者

で
あ

つ
て
、
刊
劇

二‐
刊

一‐
引
中
の
公
的
年
金
等
の
収

入
金
額

（所
得
税
法

（
昭
和
四
十
年
法
律
第
二
十
二
号

施
行
規
則
第
百
七
十
二
条

の
二‐
―こ‐
利
劇

て―
到
馴
剣
酬
瑚

（略
）

剣

刑

則

到

川

刊

ヨ

刻

の‐

ョ

到

「

測

に
掲

げ

る
者

で
あ

つ
て

ヽ「

日

剣

剣

司

コ

刊

ョ

刊

Ⅵ

劉

呵

刊

コ

刻

の‐

コ

剣

刊

珂

―こ―

丼

定
す
る
掲
目
胴
翻
馴
コ
コ
割
「
Ｈ
司
刻
劇
測
測
「

一
―

剛
倒
剃
川

２

月

囲

引

測

月

創

劃

コ

川

ζ

∃

月

一
号
に
規
定
「
ｄ
剰
翻
劇
劃
ヨ
側
刊
刑
訓
羽
１１
劇
コ
創
「
『
列

Ｊ

酎

Ч

ゴ

劉

劉

別

刷

劇

ヨ

劉

目

翻

國

罰

司

劃

到

層

剰

冒

コ

割

ＴＩ



）
第
二
十
五
条
第

二
項
第

一
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金

等

の
収
入
金
額
を

い
う
。
）
及
び
平
成

二
十

一
年

の
合

計
所
得
金
額

（地
方
税
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

二

百
三
十
六
号
）
第
二
百
九
十
二
条
第

一
項
第
十
二
号
に

規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
そ
の
額
が
零
を
下

回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）

の
合
計
額
が
八
十
万

円
以
下
で
あ
る
も

の
零
と
す
る
。
）

の
合
計
額
が
八
十

万
円
以
下
の
も

の

施
行
規
則
第

百
七
十
二
条

の
二
に
お

い
て
読

み
替
え

て―
珂
刑
引
ｄ
刑
徊
刑
則
剃
川
刊
ヨ
刻

の‐
コ
剣

一
‐

引
引

「
‐

判
劇
剣
調
倒
川
刑
訓
引
＝

ビー

スー

（
‐

測
剣
劇
刊
川
刻
剣

一
‐

珂
釧
「
刊

―こ―
刑
劇
引
ｄ
刑
ｄ
州
調
制
引
測
訓
引

――

ビー

スー

を

い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
受
け

る
日

の
属
す

る
年
度

引

易

周

引

劉

目

引

劃

羽

――

ゴ

劇

到

引

創

倒

到

引

剤

劉

割

割

引

割

側

「

日

３

測

り

剰

劇

Ｊ

馴

劇

ヨ

と
―

引

劇

測

劃

調

刊

ヨ

劃

倒

と―

調
川
劃
到
釧
劇
馴
「
引
週
劇
羽
刻
ヨ
冤
ヨ
劉
刷
刊
に
掲
げ
る

者
で
あ
っ
て
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律

（昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
附
則
第
二
十
二

条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
同
法
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民

年
金
法

（昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十

一
号
）
に
基

づ
く
老
齢
福
祉
年
金

（そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
が
停
止

さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
受
給
権
を
有
す
る
も

（略
）

ゴ

到

劃

引

創

樹

司

コ

劉

洲

「

剰

日

劉

引

剰

州

場
合
に
あ
っ
て
は
，
前
■
年
）
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入

金
額

（所
得
税
法

（昭
和
四
十
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第

三
十
五
条
第
二
項
第

一
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
収

入
金
額
を
い
う
。
）
及
び
当
該
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

劉
測
周
引
型
目
日
剪
引
１１
ゴ
到
劃
司
創
測
濶

劇
劇
司
引
η
ｇ
訓
劃
翻
司
劉
鼎
引
―‐
ョ
割
日

劃
剰
割
伺
馴
罰
刊
劃
則
引
ョ
劉
剤
ｄ
風
刻
剤

倒
割
樹
引
翻
劉
「
日
圏
測
刻
剰
劇
劇
引
劇
劇

の
合
計
所
得
金
額

（地
方
税
法

（昭
和
三
十
五
年
法
律
第

二
百
三
十
六
号
）
第

二
百
九
十
二
条
第

一
項
第
十
三
号
に

規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を

い
い
、
そ
の
額
が
零
を
下
回

る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）

の
合
計
額
が
八
十
万
円
以

下
で
あ
る
も

の
零
と
す
る
。
）

の
合
計
額
が
八
十
万
円
以

下
の
も

の

施
行
規
則
第
百
七
十
二
条

の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
施

句
例
則
劉
川
刊
ヨ
刻
の‐
ョ
剣
「
引
に
掲
げ
る
者
で
あ

っ
て

、
国
民
年
金
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

（昭
和
六
十

年
法
律
第
二
十
四
号
）
附
則
第
二
十
二
条
第

一
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第

一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
法

（昭
和
三
十
四

年
法
律
第
百
四
十

一
号
）
に
基
づ
く
老
齢
福
祉
年
金

（
そ

の
全
額
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。

）
の
受
給
権
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め

ら
れ
る
者

（略
）



ｐ
区
陣
に
降

――こ
準
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
者



平
成

二
十

二
年

四
月
以
降

に
お

い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た

口
蹄
疫

に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態

に
対
処
す
る
た
め

の
手
当
金
等

に

つ
い
て
の
介
護
保
険

法

施

行

法

第

十

三

条

第

五

項

第

二

号

に

規

定

す

る

居

住

費

の
特

定

負

担

限

度

額

の
臨

時

特

例

◎
　
介
護

保
険

法
施
行
法
第

十
三
条
第

五
項
第

二
号
に
規
定
す

る
居
住
費

の
特
定
負
担
限
度
額

の
読
替
え

読
替
表

（傍
線
部
分
は
読
替
部
分
）

（略
）

（略
）

（略
）

イ
　
介
護
保
険
法
施
行
規
則

（平
成
十

一
年
厚

生
省
令
第
二
十
六
号
。
以
下

「施
行
規
則
」

と
い
う
。
）
第
百
七
十
二
条
の
二
に
お
い
て

司
錮
測
¶
翻
劉
ｄ
コ
馴
則
割
釧
劃

劉
馴
劇
∃
コ
コ
引
剰
０
日
鯛
り
「

川
馴
川
日
コ
¶
劇
劉
コ

項‐
劉
コ
測

劃
璃
創
劃
口
０
日
釧
劉
「
川
馴
目

引
刊

以‐

Ｉ‐
刷
「
「
劃
剛
引
則
響
勧

到
日
「
劃
召
綱
州
習
鼎
測
謝
刊
劃

引
劃
劇
引
則
日
「
創
剰
ョ
引
翻
渕

引
引
州
冽
日
捌
「
コ
「

前‐
¶
倒
引

引
例
州
司
朝
調
ヨ
劇
劇
劇
「
『
冽

樹
川
ｄ
副
割
潤
測
翻
割
刻
劃
剰
引
Ч
剛
刊
に
掲

げ
る
者
で
あ

っ
て
、
平
成
十
七
年
九
月
二
十

日
に
お
い
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
旧
措

置
入
所
者
の
所
得
の
区
分
及
び
割
合

（平
成

十
二
年
厚
生
省
告
示
第
六
十
二
号
）
の
表
の

下
欄
の
割
合
が
百
分
の
九
十
五
以
上
で
あ
る

者

（
以
下

「特
定
旧
措
置
入
所
者
」
と
い
う

。
）
以
外
の
も
の

（略
）

（略
）

イ
　
介
護
保
険
法
施
行
規
則

（平
成
十

一
年
厚

生
省
令
第
二
十
六
号
。
以
下

「施
行
規
則
」

と
い
う
。
）
第
百
七
十
二
条
の
二
に
お
い
て

日

劉

到

馴

例

馴

川

劃

刻

司

ョ

「

矧
に
掲
げ
る
者
で
あ

っ
て
、
平
成
十
七
年
九

月
二
十
日
に
お
い
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
旧
措
置
入
所
者
の
所
得
の
区
分
及
び
割
合

（平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
六
十
二
号
）

の
表
の
下
欄
の
割
合
が
百
分
の
九
十
五
以
上

で
あ
る
者

（
以
下

「
特
定
旧
措
置
入
所
者
」

と
い
う
。
）
以
外
の
も
の

（略
）

所
得
の
区
分

居
室
の
区
分

所
得
の
区
分

居
室
の
区
分

- 1 -



ハ  ロ

（略
）

施
行
規
則
第
百
七
十
二
条
の
二
に
お
い
て

読

み
替

え
ｄ
鋼
劇
引
ぶ
測
召
剰
酬
翻
川
刊
∃

条

の
五
第

四
期
劇
劇
「
Ｊ
珂
劇
州
劃
日
厠
釧
珊
訓

刊

則

Ｊ

引

則

日

刊

日

馴

ｄ

剰

習

翻

劃

可

剰

罫

馴

刷

刷

創

∃

引

封

到

計

邸

創

劇

Ｊ

Ｊ

目

ヨ

ヨ

到

翻

ゴ

鰤

劃

９

月

邸

羽

劃

馴

副

剤

刷

曇

目

司

コ

Ｊ

副

目

秒

ヨ

周

引

Ⅲ

月

ロ

リ

引

冒

■

厠

判

剰

コ

創

署

ｇ

召

囲

剰

可

劃

劇

ヨ

Ｊ

劉

刻

∃

調

二
十

一
年
「
司
∃
剛
「
到
「
劇
劃
麹
倒
Ｊ

洲

認

目

倒

劇

劇

目

針

劉

∃

刻

Ｊ

∃

国

ヨ

園

川

鋼

号
に
掲
げ

る
者

で
あ

つ
て
、
居
住
費

の
特
定

負
担
限
度
額
が
こ
の
項

の
下
欄
に
掲
げ
る
額

で
ぁ
っ
た
と
す
れ
ば
副
引
冽
引

「
―
制
劇
州
訓

倒

測

刑

訓

ガ

＝

ビー

スー

ｄ

到

‐すｌ

ｄ

劇

司

周

引

ｄ

羽

目

倒

劉

ゴ

コ

劉

ヨ

∃

制

Ｊ

到

劃

ヨ

劃

胃

囲

引

劃

到

劇

劃

０

曇

引

割

コ

ハ  ロ

（略
）

施
行
規
則
第
百
七
十
二
条
の
二
に
お
い
て

号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
居
住
費
の
特
定

負
担
限
度
額
が
こ
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
額

で
ぁ
っ
た
と
す
れ
ば
同
割
冽

の
規
定
に
該
当

し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の



（略
）

イ
　
施
行
規
則
第
百
七
十
二
条

の
二
に
お
い
て

読
み
替
え

て
準
用
す
る
施
行
規
則
第
八
十
三

条

の
五
第

一
号
中

「
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ

ー
ビ

ス

（法
第
四
十
八
条
第

一
項
第

一
号
に

コ

到

創

剰

用

０

日

訓

劉

「

劇

劉

目

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
る
日
の
属
す

る
年
度

（当
該
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
四
月
か
ら
六

月
ま
で
の
場
合
に
あ

っ
て
は
、
前
年
度
）
」

と
あ
る
の
を

「平
成
二
十
二
年
度
」
と
読
み

と
あ
る
の
を

「
平
成

二
十
二
年
度
」
と
読
み

替
え
て
同
号
を
適
用
す
る
場
合

の
同
号
に
掲

げ
る
者

口
　

（
略
）

月
ま
で
の
場
合
に
あ

つ
て
は
、
前
年
度
）
」

ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
四
月
か
ら
六

る
年
度

（当
該
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
る
日
の
属
す

規
定
す
る
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
を

―
ビ

ス

（法
第
四
十
人
条
第

一
項
第

一
号
に

条
の
五
第

一
号
中

「指
定
介
護
福
祉
施
設
サ

読
み
替
え
て
準
用
す
る
施
行
規
則
第
八
十
二

（略
）

イ
　
施
行
規
則
第
百
七
十
二
条

の
二
に
お
い
て

当
該
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

る
日
の
属
す
る
月
が

一
月
か
ら
六
月
ま
で
の

場
合
に
あ

つ
て
は
、
前

々
年
）
」
と
あ
る
の

を

「
平
成
二
十

一
年
」
と
読
み
替
え
て
同
号

イ
を
適
用
す
る
場
合

の
同
号
イ
の
規
定
に
該

当
し
な

い
こ
と
と
な
る
も

の
ヽ
　

　

。

（略
）

（略
）

（略
）

（略
）

（略
）

イ
　
施
行
規
則
第
百
七
十
二
条

の
二
に
お

い
て

割

劉

到

馴

到

馴

川

劃

刻

ｄ

ョ

「

号
に
掲
げ
る
者
で
あ

っ
て
、
指
定
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス

（介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法

律
第
百
三
十
二
号
）
第
四
十
二
条
の
二
第

一

項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

を
い
い
、
同
法
第
人
条
第
二
十
項
に
規
定
す

る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者

生
活
介
護
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
指

定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

（同
法
第
四
十

（略
）

イ
　
施
行
規
則
第
百
七
十
二
条
の
二
に
お
い
て

判
別
引
引
刑
句
刑
則
劉
川
刊
ョ
刻

の‐
コ
剣

一
‐

号
に
掲
げ

る
者

（略
）

（略
）

（略
）

（略
）

（略
）



州
剌
て―
副
刑
劉
測
刑
引
ｄ
場
州
の‐
副
月
に
掲

げ
る
者
で
あ

つ
て
、
羽
劇
コ
刊

一―
引
中
の
公

酌
年
金
等
の
収
入
金
額

（所
得
税
法

（
昭
和

四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
三
十
五
条
第

二
項
第

一
号
に
規
定
す
る
公
酌
年
金
等
の
収

入
金
額
を
い
う
。
）
及
び
刊
劇
二‐
刊

一‐
釧

の

合
計
所
得
金
額

（地
方
税
法

（昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
三
十
六
号
）
第
二
百
九
十
二

条
第

一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得

金
額
を
い

い
、
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合

に
は
、
零
と
す
る
「
）
の
合
計
額

（
以
下

「

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
等
の
合
計
額
」
と

ぃ
ぅ
。
）
が
八
十
万
円
以
下
の
も
の

口

　

（
略
）

（略
）

イ
　
施
行
規
則
第
百
七
十
二
条
の
二
に
お
い
て

詞
引

個

ヨ

劃

劉

卦

剰

ヨ

―

ビ

ス

（
濶
剣

酬
コ

川

劉

醐

コ

Ｊ

翻

コ

引

劇

以
下
同
じ
。
）
を
受
け
る
日
の
属
す

う

見

囲

引

測

剰

劃

切

ヨ

冒

す

「
「
ｑ
訓
引

（
当
該

指

自

川

到

劉

剥

劃

引

人
条
第

一
項
‐

鋼

「

測

口

測

劇

引

引

劉

劇

州

調

婦

劃

引

Ｊ

劉

引

刊

引

劇

「

コ

劇

劉

測

刷

劃

刃

ゴ

Ｊ

日

地
域
密
着‐
刹
「
制
劇
劃
到
剰
副
剌
翻
剣
劃
∃
倒
樹

り

「

封

馴

副

ヨ

刷

引

劃

剰

割

樹

剣

別

剰

Ｊ

圏

引

劉

ゴ

「

訓
‐々
引
「
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額

（

所
得
税
法

（
昭
和
四
十
年
法
律
第
二
十
三
号

）
第
三
十
五
条
第
二
項
第

一
号
に
規
定
す
る

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
を
い
う
。
）
及
び

劇

ョ

創

目

曇

員

翻

引

Ⅲ

刻

を
受
け
る
日
の
同
引
ｄ
川
洲

一
‐

川

力、‐
引
川
川

引
到
瑚
洲
コ
易
囚
劇
日
Ｊ
ｑ
つ‐Ｊ
Ч
副
「
１
副
馴川
Ｊ
「
Ч
‐

の
〈ロ

計
所
得
金
額

（地
方
税
法

（昭
和
三
十
五
年

法
律
第
二
百
三
十
六
号
）
第
二
百
九
十
二
条

第

一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金

額
を
い
い
、
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に

は
、
零
と
す
る
。
）
の
合
計
額

（以
下

「公

的
年
金
等
の
収
入
金
額
等
の
合
計
額
」
と
い

ぅ
。
Ｙ
が
八
十
万
円
以
下

の
も

の

口
　

（略
）

（略
）

イ
　
施
行
規
則
第
百
七
十
二
条
の
二
に
お
い
て

習

ず

測

鋼

劃

利

ヨ

剣

ヨ

コ

号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
公
的
年
金
等
の

収
入
金
額
等
の
合
計
額
が
八
十
万
円
以
下
で

あ

る
も

の
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到
目
「
劃
召
掴
瑠
圏
鼎
測
謝
刊
劃

ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
四
月
か
ら
六

引
∃
り
図
測
引
ｄ
州
劃
引
倒

」―

と
あ
る
の
を

「
平
成

二
十
二
年
度
」
と
読
み

替
え
て
同
号
を
適
用
す
劉
易
翻
州
同
日
に
掲

げ
る
者
で
あ
つ
て
、
公
　
・
的
午
金
等
の
収
入
金

額
等
の
合
計
額
が
八
十
万
円
以
下
で
あ
る
も

の
口

　

（略
）

（
略
）

イ
　
施
行
規
則
第
百
七
十
二
条
の
二
に
お
い
て

司

劉

剰

調

司

引

翻

徊

酬

引

倒

劃

劉

鞘

ヨ

コ

刊

引

日

劃

目

倒

り

「

劇

則

劇

国

司

刊

刻

剣

目

剰

コ

測

劃

例

ｄ

コ

州

謝

刷

劃

引

―

ヽ

―

ョ

日

引

刊

凶

酎

「

ｄ

を
‐

ョ

躙

引

日

例

到

ロ

コ

鰤

凋

剰

割

劃

棚

調

刊

劃

ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
四
月
か
ら
六

引

∃

り

図

測

引

ｄ

州

覇

引

倒

」
―

引

封

劉

ヨ

謝

ヨ

ヨ

∃

尋

当

瑠

樹
剌
て―
副
刊
劉
測
刑
引
ｄ
場
州

の‐
同
月

に
掲

げ
る
者
で
あ

つ
て
、
国
民
年
金
法
等
の

一
部

を
改
正
す
る
法
律

（昭
和
六
十
年
法
律
第
二

十
四
号
）
附
則
第
二
十
二
条
第

一
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ

同
法
第

一
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民

年
金
法

（昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十

一

号
）
に
基
づ
く
老
齢
福
祉
年
金

（そ
の
全
額

に

つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除

く
。
）
の
受
給
権
を
有
す
る
も
の

（
以
下

「

老
齢
福
祉
年
金
受
給
者
」
と
い
う
。
）

（略
）

（略
）

口
　

（略
）

（略
）

イ
　
施
行
規
則
第
百
七
十
二
条

の
二
に
お
い
て

日

劉

到

馴

例

馴

川

劃

刻

司

ヨ

「

「
に
掲
げ
る
者
で
あ

っ
て
、
国
民
年
金
法
等

の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

（昭
和
六
十
年
法

律
第
二
十
四
号
）
附
則
第
二
十
二
条
第

一
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
同
法
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
国
民
年
金
法

（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百

四
十

一
号
）
に
基
づ
く
老
齢
福
祉
年
金

（
そ

の
全
額
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
も

の
を
除
く
。
）
の
受
給
権
を
有
す
る
も
の

（

以
下

「老
齢
福
祉
年
金
受
給
者
」
と

）

（
略
）

（
略
）



イ
　
施
行
規
則
第
百
七
十
二
条
の
二
に
お
い
て

コ

習

剰

劃

創

引

凋

劃

劉

利

ヨ

劇
月
劃
ヨ
到
ぶ
藝
ヨ
到
割
日

¶

測

酎

「

ゴ

到

劉

囲

鼎

到

副

副

⊇

例

到

到

刷

剰

替
え
コ
ロ
到
司
コ
刷
劇
引
易
創
の‐
副
刑
に
掲

げ
る
者
で
あ

つ
て
、
老
齢
福
祉
年
金
受
給
者

又
は
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

口
　
・　
ハ
　
　
　
（応
じ

ハ

も

の

（略
）

（略
）

ハ
　

（略
）

口

・
ハ
　

（略
）


